
 
 

発意による調査３ 「所得激減を理由とする国保料の減免」 

札幌市オンブズマン 井上 宏子 

調査の趣旨（要約） 

１ 札幌市における所得激減を理由とする国民健康保険料減免の取扱いの概要 

市の国民健康保険制度は、前年の所得に基づいて、翌年度の保険料が決定される

仕組みとなっています。しかし、その年の所得額が前年と比べ大きく減った場合に

は、保険料を負担することが困難になる事態が発生します。そこで、市では、所得

激減による、保険料の減免を制度化しています。 

この所得激減を理由とする保険料減免を受けるには、二つの条件を満たす必要が

あります。一つが、その年の所得が前年と比べて激減したことです（要件 1）。も

う一つが、「生活が著しく困窮し、かつ、資力が近い将来回復する見込みがないた

め、保険料を納付することが困難である世帯」であることです（要件 2）。 

 

２ 保険料減免に関するオンブズマンへの苦情 

この所得激減による保険料の減免については、過去、オンブズマンに苦情が寄せ

られたことがあります。 

あるケースでは、減免が適用される可能性があるとして、納付誓約に基づく分割

納付をしていた苦情申立人が、後日、資産調査の結果、減免の適用対象外であるこ

とが判明したとして、市から差額分の納付を求められたことについて、申立てがあ

りました（ケース１）。 

また、あるケースでは、所得激減を理由とする保険料減免の適用可能性があると

して、納付誓約に基づく分割納付をしていた苦情申立人が、当該分割納付をするこ

とで保険料納付の義務を果たしたと信じ、後日、正式の減免手続を取らなかったと

ころ、市から減額されたはずの保険料の支払いを求められたとして、申立てがあり

ました（ケース２）。 

 

３ 今回の発意調査の趣旨 

市が行っている、所得激減を理由とする保険料減免は、一つの制度的難点を抱え

ています。それは、所得激減という要件を判断しようにも、年内はその年の所得額

が確定していないことから、前年の所得との比較に困難が生じる場合がある、とい

うことです。 

そのため、市ではそのようなケースについて、その年の所得額が確定した後、正

式に所得激減による保険料減免の申請をすることを条件に、当面、減免が認められ
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た場合に納付することになる保険料額について、納付誓約に基づく分割納付を認め

る扱いをしているということです。 

この取扱いには、次のような課題がある、と考えています。 

第一の点は、札幌市国民健康保険条例では、「保険料の減免を受けようとする者

は、納期限までに申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添

付して市長に提出しなければならない」（第 24 条第 2 項）と定めていることです。 

この条項からすると、後日、正式に減免申請手続を取ることで保険料の減免を認

める、という取扱いは、すでに納期を経過した保険料額を減免する扱いとなり、条

例の明文の規定に反しているのではないか、という疑問を生じさせます。 

この点、前述の苦情調査（ケース２）における担当部局の説明は、条例が定める

「納期限」とは、当該年度の「最終納期限」であるというものでした。その一方で、

減免申請の遡及適用は認められない、とのことでしたので、条例解釈についての市

の説明は、一貫性を欠くように思われます。 

第二の点が、減免を認めるための要件 2（資産要件）は、具体的にどのような基

準で、いつの時点でその該当性の判断をするのか、ということです。 

前述の苦情（ケース１）では、いったん減免の適用可能性を認めながら、後日、

資産の保有を理由として、減免の適用が否定され、苦情につながっています。 

この点、分割納付を認める際に交付する、「納付誓約に基づく分割納付について」

及び「納付約束における注意事項」等の書面には、「預貯金や生命保険などの財産

調査を行います。」という記述があります。 

納付すべき保険料総額が変わらない分割納付と、保険料総額が減少する減免とで

は減免の方がより厳しい基準が適用されるものと思われますが、保有資産が両者の

基準の狭間にある場合には、分割納付は認められるものの、減免は受けられない、

という事態が生ずることが考えられます。 

また、分割納付を認める際、減免が認められる基準で一元的に判断するならば、

「正式の手続」がない段階で、減免申請の可否を判断することになります。 

これに対し、条例の文言どおり、減免申請があった時点でその世帯の「所得」（要

件 1）及び「資産」（要件 2）の双方を確認し、減免の可否を判断するならば、こ

うした課題を克服できると考えますが、その反面、申請時点で「所得」が確定して

おらず、激減したか否かの判断がつかないケースがあるのは、前述のとおりです。 

現在の運用が直面していると考えられる上記の課題について、市の考え方をお伺い

するため、本件調査に着手することにいたしました。 
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市の回答（要約） 

１ 札幌市の保険料算定における「所得」の位置づけ 

市町村が運営する国民健康保険（国保）は、その区域内に住所を有する者が、健

康保険の被保険者である等、適用除外に該当しない限り、加入義務がある公的医療

保険制度です。 

その運営の費用に充てるため、札幌市では、国保加入者（被保険者）のいる世帯

から、保険料を徴収しています。各世帯が負担する保険料の額は、各世帯が等しく

負担する平等割（世帯割額）、各世帯における国保の被保険者数に応じて負担する

均等割（人数割額）、各世帯の被保険者の所得額に応じて負担する所得割の 3 つか

ら構成されており、札幌市全体でみた場合、保険料として全世帯に賦課される総額

のうち、平等割が 27.5％、均等割が 22.5％、所得割が 50％となっています。 

また、所得割の額は、保険料を納付する年度の前年における被保険者の所得に基

づいて算定します。たとえば、平成 24 年度の保険料の額は、平成 23 年の所得に基

づき、所得割を算定することになります。 

 

２ 札幌市において保険料減免が認められる場合について 

国保の保険料は、被保険者の前年の所得に基づき決定されるわけですが、その後

の事情によっては、保険料の負担が困難になることがあります。 

そこで、市では国民健康保険法（以下、「法」という。）第 77 条に基づき、札幌

市国民健康保険条例（以下、「条例」という。）において、「保険料の納付義務者が、

災害等により、著しい損害を受けたとき。」（条例第 24 条第 1 項第 1 号）及び「そ

の他市長が別に定める事由に該当するとき。」（同項第 2号）で、市長が必要と認め

るときに減免できると定めています。 

そして、その詳細については、保険料の減免事務に関し必要な事項について定め

た要綱に定めがあり、「災害世帯」（要綱第 2条第 1号）、「所得激減世帯」（同条第 2

号）、「生活保護世帯」（同条第 3 号）、「法 59 条世帯」（同条第 4 号）及び「旧被扶

養者世帯」（同条第 5号）の 5つの類型の世帯において、「生活が著しく困窮し、か

つ、資力が近い将来回復する見込みがないため、保険料を納付することが困難であ

る」（要綱第 3条第 2号）ならば、保険料減免の対象としています。 

 

３ 所得激減による保険料減免について 

札幌市では、「重大な事故（負傷、疾病等）又は失業などの理由で所得が激減し

た世帯」（要綱第 2条第 2号）を所得激減による保険料減免の対象としています。 

(1) 所得激減の判断基準について 

所得激減による保険料減免の対象となるのは、①世帯の被保険者全員の見込所

得金額（以下、｢見込総所得金額｣という。）が、前年の総所得金額の 8 割以下で

あること（要綱第 14 条第 1 項第 1 号）、②見込総所得金額が限度基準額（[536

万円―被保険者数(擬制世帯主を除く)×18 万円]）以下であること（同項第 2号）

等の条件を満たす世帯です。 

そして、見込所得を算定する際には、原則として、①収入金額が確定している

もの及び推定できるものは、その金額を年間収入金額とし（要綱第 8条第 1項第
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1 号）、②収入金額が一定していないが現に継続しているもの、又は、継続する見

込みのあるものは、申請前 3カ月の平均月収にその年の継続すると予想される月

数を乗じた額をその年間収入金額とします（同項第 2号）。 

また、①②により推計するのが困難な場合には、③申請者の申告する額を年間

収入金額とします。 

(2) 減免額について 

保険料の減免額は、減免を申請した世帯の事情等を聴取した結果、納付するこ

とが困難と認められる金額（以下、「納付困難額」という。）と、以下で説明する

減免判定基準額を比較し、いずれか低い額となります（要綱第 9条第 1項）。 

また、減免判定基準額は、世帯の前年の総所得金額が、(1)で説明した限度基

準額未満の場合と、限度基準額以上の場合で算定方法が異なっています。 

ア 世帯の前年の総所得金額が限度基準額未満の場合 

この場合、見込総所得金額を世帯の前年の総所得金額で除した数値に、賦課

額を乗じて得た額と賦課額の差が減免判定基準額となります。 

たとえば、被保険者数が1名の世帯において、前年の総所得金額が400万円、

見込総所得金額が 300 万円で、保険料の賦課額が 50 万円（説明上の仮定の金

額です。）の場合には、[300 万円/400 万円×50 万円]=37.5 万円と、賦課額 50

万円の差額である 12.5 万円が減免判定基準額となります。 

 

イ 世帯の前年の総所得金額が限度基準額以上の場合 

この場合、見込総所得金額を限度基準額で除して得た数値に、賦課額を乗じ

て得た額と、賦課額との差額が減免判定基準額となります。 

たとえば、被保険者数が1名の世帯において、前年の総所得金額が600万円、

見込総所得金額が 300 万円で、保険料の賦課額が 65 万円（説明上の仮定の金

額です。）だった場合には、前年の総所得金額が限度基準額（[536 万円-18 万

円]=518 万円）を上回っていることから、[300 万円/518 万円×65 万円]=37 万

6447 円と、賦課額 65 万円の差額 27 万 3553 円が減免判定基準額となります。 

ウ 減免判定基準額の上限について 

上述のア、イの場合ともに、減免判定基準額には上限があります。 

すなわち、下線を付した、見込総所得金額をア世帯の前年の総所得金額又は

イ限度基準額で除した数値に賦課額を乗じて得た額が、保険料の平等割額及び

均等割額の合計金額に 10 分の 3を乗じて得た額（以下「最少基準額」という。）

を下回る場合には、最少基準額と賦課額の差額が減免判定基準額となります。 

 

４ 所得激減減免に対する市の考え方 

(1) 所得激減減免について相談があった場合の対応について 

札幌市では、所得激減を理由とする保険料減免について相談があった場合には、

まず、その世帯に関する生活状況を調査します。 

その上で、減免が認められるケースに該当すると判断した場合には、負傷・疾

病等により就労等が困難であることが明らかな場合を除けば、後日、「所得が確

定」してから正式に減免申請することとして、当面、減免が認められた場合に納
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付することになる保険料額について、納付誓約に基づく分割納付をして頂くとい

う取扱いをしています。 

その際、すでに納付済みの保険料がある場合は、減免申請が認められた場合に

納付すべき保険料の総額から納付額を控除し、その残額を分割納付して頂くこと

になります。 

また、減免が適用されるのは、あくまで納付が困難な保険料に対してであるこ

とから、保険料の一部を納付済みであり、その残額が「減免判定基準額」を下回

っている場合に減免が認められるのは、その残額の範囲に限られます。すでに納

付済みの保険料を返還することはありません。 

たとえば、３(2)アに例示した、保険料の賦課額が 50 万円、減免判定基準額が

12.5 万円というケースを考えます。 

現在、札幌市では、年間保険料を 10 期に分割して納付して頂く扱いになって

います。そのため、各期 5万円ずつ 10 期にわたり、合計 50 万円の保険料を納付

して頂くのが原則ですが、所得激減による減免が認められると、納付すべき保険

料の総額が減額されます。 

そして、1～3期までの保険料合計 15 万円を納付した後、残額の 35 万円の納付

が困難であるとして納付相談がなされた場合であれば、保険料の残額から減免額

となる減免判定基準額（12.5 万円）を控除した 22.5 万円について、残りの 7 期

で分割納付して頂く取扱いとなります（一期当たりの納付額は 32,142 円）。 

また、1～3 期まで保険料を納付することなく、50 万円全額の納付が困難であ

るとして納付相談がされた場合であれば、その額から減免額となる減免判定基準

額（12.5 万円）を控除した 37.5 万円について、残りの 7 期で分割納付して頂く

取扱いとなります（一期当たりの納付額は 53,571 円）。 

さらに、1～8期まで保険料を合計 40 万円納付した後、残額の 10 万円の納付が

困難であるとして納付相談がされた場合であれば、減免が認められるのは最大で

10 万円です。そして、10 万円の減免が認められた場合には、残りの 2 期に納付

して頂く保険料はありません。 

 

(2) 条例が定める減免申請を行うべき「納期限」について 

市では、保険料減免手続の期限として、条例の定める「納期限」（条例第 24 条

第 2項）を当該年度の「最終納期限」（要綱第 5条第 2項）と解釈しています。 

世帯主が各期の保険料を納付しないまま納期限が過ぎた場合には、当該納期分

の保険料の督促が行われ、時効の管理も納期ごとに行われますが、保険料額は、

年度単位で決定されるものであり、保険料減免についても、その年度に賦課され

た保険料額が減免になるか否かの判断を行います。したがたって、納期ごとに保

険料減免の判断を行うものではありません。 

また、条例の納期限の解釈を厳格に行い、既に納期が経過した部分の保険料を

減免の対象としないならば、被保険者にとっては不利益な取扱いとなります。 

以上のことから、上述のような条例の解釈に問題があるとは考えておりません。 

なお、保険料減免の申請は、当該年度の最終納期限までに行うこととされてい

ることから（条例第 24 条第 2項、要綱第 5条第 2項）、過年度分の保険料が減免

の対象となることはありません。 
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(3) 「保険料の納付が困難」の判断基準について 

国保の保険料は、賦課額をすべて納付するのが原則であり、所得激減を理由と

する減免は、被保険者世帯において、所得が激減し、保険料の納付が困難となっ

た場合（要綱第 3条第 2号参照）にそれを減免する、あくまで例外的な措置です。 

「納付が困難となった」か否かの判断は、過去の所得、預貯金、家族構成、固

定資産、疾病の状況等、各々の世帯の個別の事情に基づいて行われるものです。

従って、札幌市では、減免申請の相談を受ける担当者が相談者の話を聞き、様々

な事情について挙証書類を確認した上で、その点を総合的に判断しています。 

オンブズマンは、基準の明確性に疑問を持たれたようですが、減免申請をする

世帯の事情は多様であり、一律の基準を作成することは困難です。また、基準を

作成することで、かえって制度の運用が硬直化し、減免が認められるべきである

にもかかわらず、認められないケースが生じることも考えられます。 

従って、「納付が困難となった」か否か、個別の事情に応じて総合的に判断す

る現在の運用に問題があるとは考えておりません。 

 

５ 今後の対応 

これまでも、「所得激減減免の制度」が分かりにくいという指摘を受けることが

あり、できる限り、わかりやすい説明に努めてきましたが、今後はそうした説明は

もちろん、保険料減免の運用等、札幌市国保が適切に運営されるよう、鋭意、努力

を継続いたします。 

 

オンブズマンの判断（要約） 

オンブズマンは、市の回答を踏まえ、以下のとおり判断します。 

今回の発意調査は、所得激減を理由とする保険料の減免について、二つの論点を対

象としています。 

第一の点が、所得激減を理由とする保険料の減免申請を行うべき時期について、条

例は「納期限」（条例第 24 条第 2項）までに行うべきことを定めていることと、実際

の取扱いの関係についてです。 

第二の点が、減免を認められるための被保険者の「資産要件」は、具体的にどのよ

うな基準であり、いつの時点でその該当性の判断をするのか、ということです。 

以下、順に検討します。 

 

１ 条例が定める「納期限」の意義について 

(1) 現在の取扱いへの疑問 

札幌市では、保険料は、10 期に分けて納付する扱いになっています。そのため、

所得激減を理由とする保険料の減免について、所得が「確定」した後、「正式」

の手続を行うのでは、すでに、各期の納期限を過ぎているのではないか、という

疑問が生じるということは、「調査の趣旨」で指摘した通りです。 

また、後日「正式」の申請を行うにしても、減免申請が「納期限」までとされ

ていることから、納付相談の時点において、納期限が過ぎている保険料について

は、減免の対象とならないのではないか、ということも疑問となります。 
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(2) 疑問の前提にある制度理解 

こうした疑問は、別添の【当初の理解】に記したような、制度理解に基づくも

のです。 

ここで想定しているのは、当該年度の保険料賦課額が 50 万円で減免判定基準

額が 12.5 万円、各期 5万円×10 期に分けて納付することとされていた場合（「市

の回答」３(2)アのケースを参照しています。）において、3 期分を納付した後、

所得激減により、保険料を納付できないという相談がなされたケースです。 

この場合、減免申請は「納期限」までに行うことから、①納付相談がなされた

時点では納期が未到来の保険料について、②一期当たりの保険料額に、減免判定

基準額（又は最低基準額）を賦課額で割った数値を掛け合わせ、その期の保険料

の減免額を算出する、という理解です。 

ただし、こうした理解をした場合においても、「納付相談」が条例の定める「減

免申請」に該当するか、という疑問は残ります。 

 

(3) 市の回答 

これに対し、市の回答は明確です。すなわち、保険料は、年度単位で賦課され

るものであり、減免も当該年度を単位として、その適用の有無を判断する、とい

うものです。 

従って、減免額の決定は、納期ごとに減免額を決定する仕組みにはなっておら

ず、納付困難額と減免判定基準額を比較し、低い方の額をもって当該年度の減免

額とすることになっています（要綱第 9条第 1項）。 

また、年度単位で保険料の減免額を決定することから、納付相談をした時点で

納付済みの保険料については、減免が認められた後の当該年度の保険料額から控

除し、その残額について、分割納付する取扱いになっています。 

市の回答４(1)では、こうした取扱いについて説明していますが、それらを図

にすると、別添の【パターン A】～【パターン C】のようになります。 

(4) 保険料減免申請を「最終納期限」までとする取扱いについて 

これまで見てきたように、保険料は年度を単位として賦課されるものであり、

保険料の減免についても、年度を単位として、その適用の有無が判断されるもの

です。 

このように、保険料の減免は納期ごとに判断されるものではないこと、また、

条例が定める「納期限」の解釈を厳格に行い、既に納期を経過した保険料を減免

の対象としないならば、被保険者にとっては不利益な取扱いとなることからする

と、条例が定める減免申請を行うべき「納期限」を「最終納期限」と解すること

が、明らかに条例の明文の規定に反するとまでは言えません。 

むしろ、保険料減免の申請を「最終納期限」までとする市の取扱いは、さまざ

まな事情を考慮して、工夫を凝らした結果であることが窺えます。 

ただ、条例の「納期限」という文言が、誤解を招くおそれがあることは否定で

きません。市には、この点に関する市民からの問合せがあった場合には、できる

限り、わかりやすい説明を心がけることを望みます。 
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２ 保険料の所得激減減免における「資産要件」について 

(1) 市の回答 

市は、「生活が著しく困窮し、かつ、資力が近い将来回復する見込みがないた

め、保険料を納付することが困難である」（要綱第 3 条第 2 号）ことを判断する

ため、一律の基準を作成することは困難であると説明します。 

その理由は、第一に、減免申請をする世帯の事情は多様であるということであ

り、第二に、基準を作成することで制度の運用が硬直化し、減免が認められるべ

き状態であるにもかかわらず、それが認められないケースが生じることも考えら

れるためです。 

そこで、市では現在、保険料減免の可否について、個別の事情に基づいた、総

合的な判断をしています。 

(2) 「明確性」と「公平性」の要請 

保険料の減免は、あくまで例外的な措置であり、恣意的な取扱いとなることが

あってはなりません。そのため、減免が認められるための判断基準には、その内

容の明確性と、運用の公平性が求められます。 

この点、市の説明によれば、保険料減免が認められる件数は、年間 1万件を超

えるということです。これだけの件数があれば、担当者が判断に苦慮するケース

も、相当数含まれることが予想されます。 

ケースごとに「個別の事情に基づいた総合的判断」を行っていたのでは、運用

の公平性が確保されているか、市民が疑問を抱く事態が生じることも考えられま

すし、また、個別の事情に応じた判断を行うことで、担当者の負担が増している

のではないかという懸念も生じます。 

(3) 市に求められる対応 

基準の作成が困難であるとして、市が説明する事情について、それを否定する

ことはできませんが、保険料減免を申請した被保険者世帯が同じような事情にあ

るならば、減免の可否について、その判断を異にすることがあってはならないの

が原則です。 

判断を異にするならば、それを正当化できるだけの理由が必要になりますが、

そうした判断が、基準が明確でないままに柔軟な対応をした結果であるならば、

後から説明する理由は一貫性を欠くものになりかねません。そもそも、理由を説

明すること自体、困難になるかもしれません。 

また、減免が認められる基準を作成して公表することにより、業務遂行に支障

を生じるということも考えられますが、そうであるならば、少なくとも担当部局

の内部において、運用の公平性を確保するための手段が講じられてしかるべきで

す。 

以上のことから、市には今後、基準を作成することによる利点と、それにとも

なう不都合の双方をはかりにかけ、できる限り、多くの市民が納得できるような、

保険料減免の取扱いについて、そのあり方を検討されることを望みます。 

 

※ この発意調査は、まだフォローアップ調査を実施していないことから、市の改善

状況を掲載しておりません。 
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納付書

記載額
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6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

納付書

記載額

6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

納付書

記載額
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Ⅳ 制度の概要等 

 

１ 札幌市オンブズマン制度の概要 

２ 苦情処理の流れ 

３ 札幌市オンブズマン制度のあゆみ 

４ 歴代オンブズマン 

５ 札幌市オンブズマン条例 
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１ 札幌市オンブズマン制度の概要 

 

(1) 制度導入の背景 

オンブズマン制度は、複雑化する社会状況に対応した透明性の高い行政運営を行

うとともに、地方分権時代における市民と行政が一体となったまちづくりを進めて

いくため、札幌市オンブズマン条例に基づき、平成 13 年 3 月に発足しました。 

また、平成 19 年 4 月に施行された自治基本条例（第 20 条）においても、公正で

信頼の置ける行政運営を確保するための制度として位置づけられています。 

＊「オンブズマン」という言葉は、スウェーデン語の「ombudsman（代理人）」がもとになって

います。 

 

(2) オンブズマンの役割 

① オンブズマンは、市政に関する苦情を公正に調査し、市のサービスの内容や制

度について中立な立場で判断します。 

② 市政に関することを、自ら取り上げて調査します（発意調査）。 

 

(3) 苦情申立ての対象となるもの 

オンブズマンが管轄するのは、市の機関の業務執行に関する事項及び当該業務に

関する職員の行為に関することで、本人に直接利害関係があり、その事実のあった

日から 1 年以内のものです。 

例えば、「税金の使い方など、市政に対する提言や要望に関すること」などは、直

接の利害関係がないため苦情申立てとしては扱えません。 

 

(4) 苦情申立てとして扱えないもの 

次の申立ては、オンブズマンの所轄事項から除かれているため取り扱えません。 

① 判決、裁決等により係争中又は確定した権利関係に関すること 

② 監査委員が監査を実施していること 

③ 議会に関すること 

④ オンブズマンの行為に関すること 

⑤ 子どもの権利救済委員に救済を申し立てたこと及び同委員の行為に関すること 
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(5) オンブズマンの組織等 

 ① オンブズマン 

オンブズマンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうち

から、議会の同意を得て市長が委嘱します。オンブズマンは、次のとおりです。 

相 澤 重 明（家事調停委員） 

三 木 正 俊（弁護士） 

吉 田 かよ子（大学教授） 

 ② 任期 

オンブズマンの任期は２年で、１期に限り再任されることができます。 

③ その他のスタッフ 

オンブズマンの調査部門の補佐として専門調査員３名が民間から就任していま

す。また、制度を運営するオンブズマン事務局に市職員４名と受付を担当する相

談員２名が配置されています。 

 

(6) 苦情申立ての方法 

申立ては、本人（代理人も可）が原則として書面により行うことになります。郵

送やＦＡＸ、ホームページからも申立てができます。 

苦情申立書は、リーフレットとともにオンブズマン室、市民の声を聞く課、各区

総務企画課等に備えてありますが、苦情の内容、住所、氏名、電話番号などの必要

事項の記載があれば、所定の様式以外でも申し立てることができます。 

制度利用に要する費用は無料です。 

 

(7) 調査結果の通知 

市の関係機関への事情聴取や法令等の検討を行い、オンブズマンの調査結果とし

てまとめたものを、申立人及び市の関係機関に対して文書で通知します。 

 

(8) 活動状況の報告･公表 

オンブズマンの活動状況は、毎年、市長と議会に報告するとともに公表します。 
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２ 苦情処理の流れ 

 

 

 

(希望者のみ） 

市の担当部局等を調査 

オンブズマンの判断 

調査結果を通知 

意見表明・勧告 

オンブズマンが必要と認めるとき等 

苦情申立て 

（持参・郵送・FAX・メール）

(郵送・FAX・メールからの申立ての場合） 

申立書の受理通知 面談 

申立人 

受付 

市の担当部局 

フォローアップ調査  

（改善状況等の調査） 

必要に応じて 

市からの 

改善状況報告

オンブズマンが調査

できない場合も、理由

をつけて通知します 

申立人 

オンブズマン室 

市の担当部局 

書面で申立て（匿

名では申立てでき

ません） 
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３ 札幌市オンブズマン制度のあゆみ 

 
平成12年 7月  「オンブズマンを考えるシンポジウム」を北大と共催 

 
同   8月  「オンブズマン市民セミナー」開催。電子会議室「私たち

が考えるオンブズマン制度」を開設。市民セミナー参加者

が札幌市に提言書を提出 
 

同  12月  平成12年第４回定例市議会において全会一致で札幌市オ

ンブズマン条例を制定（平成13年３月１日施行） 
 
平成13年 3月  札幌市オンブズマン室開設（場所：オーク札幌ビル） 
 

同  11月  全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に加入 
 
同      勧告第１号（道路幅員の確定について） 

 
平成16年 12月  札幌市オンブズマンに関する市民アンケート調査実施 
 
平成18年 4月  夜間オンブズマン開始（条例附則に基づく見直し措置） 
 

同      オンブズマン事務局が機構上総務局に編入 
 
平成19年  4月  札幌市自治基本条例施行（公正で信頼の置ける行政運営の

確保に向けてオンブズマンを置くことを改めて規定） 
 

同   5月  オンブズマン室が市役所本庁舎15階に移転   
 
平成21年  4月  札幌市オンブズマン条例の一部改正（「札幌市子どもの最

善の利益を実現するための権利条例」制定により「子ども

の権利救済委員」が設置されたことに伴い、相互の関係を

規定したもの） 
 

同   6月  勧告第２号（証明等手数料条例とその運用の不整合な状態

の解消について） 
 
同   8月  オンブズマンへの苦情申立て件数が累計で1,000件を超え

る 

 
平成23年  6月  制度発足10周年を記念し、活動報告書（10周年特集号）を

発行 

 
平成25年  3月  平成24年度の年間苦情申立て件数が、過去最高の135件を

記録 

～10月 
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氏   名 職業等（就任時） 任     期 

弁護士 
平成 13 年 3 月 1 日～15 年 2 月 28 日 

平成 15 年 3 月 1 日～17 年 2 月 28 日 
廣
ひろ

 岡
おか

 得
とく

一郎
いちろう

 

代表オンブズマン（平成 13 年 3 月 1 日～17 年 2 月 28 日）

長
なが

 井
い

 敬
けい

 子
こ

 
札幌地方・簡易裁

判所民事調停委

員、人権擁護委員

平成 13 年 3 月 1 日～15 年 2 月 28 日 

平成 15 年 3 月 1 日～17 年 2 月 28 日 

三
み

 谷
たに

 鉄
てつ

 夫
お

 北海道大学名誉教

授 

平成 13 年 3 月 1 日～14 年 2 月 28 日 

平成 14 年 3 月 1 日～16 年 2 月 29 日 

元会社役員 
平成 16 年 3 月 1 日～18 年 2 月 28 日 

平成 18 年 3 月 1 日～20 年 2 月 29 日 
佐
さ

 藤
とう

 譲
じょう

 治
じ

 

代表オンブズマン（平成 17 年 3 月 1 日～20 年 2 月 29 日）

弁護士 
平成 17 年 3 月 1 日～19 年 2 月 28 日 

平成 19 年 3 月 1 日～21 年 2 月 28 日 
文
ぶん

 仙
せん

 俊
しゅん

 一
いち

 

代表オンブズマン（平成 20 年 3 月 1 日～21 年 2 月 28 日）

杉
すぎ

野
の

目
め

 康
やす

 子
こ

 翻訳家 

元北海道教育委員

平成 17 年 3 月 1 日～19 年 2 月 28 日 

平成 19 年 3 月 1 日～21 年 2 月 28 日 

元会社役員 
平成 20 年 3 月 1 日～22 年 2 月 28 日 

平成 22 年 3 月 1 日～24 年 2 月 29 日 
前
まえ

 野
の

 正
まさ

 明
あき

 

代表オンブズマン（平成 21 年 3 月 1 日～23 年 2 月 28 日）

弁護士 
平成 21 年 3 月 1 日～23 年 2 月 28 日 

平成 23 年 3 月 1 日～25 年 2 月 28 日 
岩
いわ

 本
もと

 勝
かつ

 彦
ひこ

 

代表オンブズマン（平成 23 年 3 月 1 日～25 年 2 月 28 日）

井
いの

 上
うえ

 宏
ひろ

 子
こ

 消費生活アドバイ

ザー 

平成 21 年 3 月 1 日～23 年 2 月 28 日 

平成 23 年 3 月 1 日～25 年 2 月 28 日 

札幌家庭裁判所家

事調停委員 

平成 24 年 3 月 1 日～26 年 2 月 28 日 

 
相
あい

 澤
ざわ

 重
しげ

 明
あき

 

代表オンブズマン（平成 25 年 3 月 1 日～） 

三
み

 木
き

 正
まさ

 俊
とし

 
弁護士 

平成 25 年 3 月 1 日～27 年 2 月 28 日 

吉
よし

 田
だ

 かよ
か よ

子
こ

 
北星学園大学短期

大学部教授 
平成 25 年 3 月 1 日～27 年 2 月 28 日 

４ 歴代オンブズマン 
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５ 札幌市オンブズマン条例 

平成１２年１２月１２日 

札 幌 市 条 例 第 ５ ３ 号 

                             改正 平成 15 年 10 月条例第 33 号 

                             改正 平成 20 年 10 月条例第 36 号 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、札幌市オンブズマンの組織、職務等に関し必要な事項を定めることにより、

市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図り、もって開かれた市政

の推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映された市政運営に

資することを目的とする。 

 （設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、札幌市オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）を置

く。 

 （所轄事項） 

第３条 オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する

職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの（以下「市の業務」という。）とする。 

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施してい

る事項 

(3) 議会に関する事項 

(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項 

(5) 札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てた事項 

(6) オンブズマン又は札幌市子どもの権利救済委員の行為に関する事項 

 （オンブズマンの職務） 

第４条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。 

(1) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。 

(2) 常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ調査すること。 

(3) 市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を表明

すること。 

(4) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。 

 

第２章 責務 

 （オンブズマンの責務） 

第５条 オンブズマンは、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。 
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２ オンブズマンは、その職務の遂行に当たり、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、

及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ることなどにより、その役割を効果的に

果たすよう努めなければならない。 

３ オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 

 （市の機関の責務） 

第６条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極

的な協力援助に努めなければならない。 

 （市民等の責務） 

第７条 市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度の適

正かつ円滑な運営に協力しなければならない。 

 

第３章 オンブズマンの組織等 

 （オンブズマンの定数、任期等） 

第８条 オンブズマンの定数は、３人とする。 

２ オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の同意

を得て、市長が委嘱する。 

３ オンブズマンの任期は２年とし、１期に限り再任されることができる。 

 （兼職等の禁止） 

第９条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは

長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。 

２ オンブズマンは、市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることができ

ない。 

 （秘密を守る義務） 

第１０条 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 （解嘱） 

第１１条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は

オンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンたるに適しない非行があると認めるとき

は、議会の同意を得て解嘱することができる。 

２ オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。 

（代表オンブズマン） 

第１２条 オンブズマンのうち１人を代表オンブズマンとし、オンブズマンの互選によってこれ

を定める。 

２ 代表オンブズマンは、オンブズマンに関する庶務を処理する。 

３ 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、あらかじめ代
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表オンブズマンが定めるオンブズマンがその職務を代理する。 

（オンブズマン会議） 

第１３条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。 

 (1) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。 

 (2) 活動状況の報告に関すること。 

 (3) その他オンブズマンの協議により必要と認める事項 

２ オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。 

３ 前項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズマン

がオンブズマン会議に諮って定める。 

 

第４章 苦情の処理等 

 （苦情の申立て） 

第１４条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。 

 （苦情の申立手続） 

第１５条 前条の規定による苦情の申立て（以下「申立て」という。）は、次に掲げる事項を記載

した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが当該書面によることができな

い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表

者の氏名） 

(2) 申立ての趣旨及び理由並びに申立ての原因となる事実のあった年月日 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 （調査対象外事項） 

第１６条 オンブズマンは、申立てが、オンブズマンの所轄事項でないもののほか、次の各号の

いずれかに該当するものであると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査しない。 

(1) 申立てを行ったもの（以下「苦情申立人」という。）が、申立ての原因となった事実につ

いての利害を有しないとき。 

(2) 申立ての原因となった事実のあった日から１年を経過しているとき。ただし、正当な理由

があるときは、この限りでない。 

(3) 虚偽その他正当な理由がないとき。 

２ オンブズマンは、申立てがオンブズマンの所轄事項であって、かつ、前項各号に該当しない

場合においても、調査することが相当でない特別の事情があると認めるときは、当該申立てに

係る苦情について調査しないことができる。 

 （調査の開始・非開始に係る通知） 

第１７条 オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、理

由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。 
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オンブズマン事務局の職員が、皆さんのご要望に応じて地域に出向き、オンブズマン

制度についてわかりやすく説明を行う「出前講座」を実施しています。 

皆さまのご利用をお待ちしております。 

 

● 「知っておきたい！札幌市オンブズマン制度」講座内容 

①札幌市オンブズマンの仕事 

②札幌市オンブズマン制度の利用のしかた 

 ③困ったときの相談窓口いろいろ    …など 

 

● 申し込みができるのは 

札幌市内にお住まい、または通勤、通学しているおおむね 10 人以上が参加予定の町内

会、サークル、ＰＴＡ等の団体やグループです。 

 

● 開催日時と場所は 

原則として、お申し込み団体（グループ）の希望する日時に開催いたします（ただし、

都合によりご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください）。 

講座の実施会場は札幌市内とし、お申し込み団体（グループ）でご用意ください。 

 

＊  業務の関係で、実施日時の変更などについてご相談・調整させていただくことがあ

りますので、ご協力をお願いいたします。 

＊ 「出前講座」は、皆さまに市政について理解を深めていただくためのものです。苦情

や要望のみをお聞きする場ではありませんので、この趣旨をご理解の上、お申し込み

ください。 

 

出前講座のご案内 

お申し込み・お問い合わせは…   211-3733
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＊ 公共交通機関をご利用ください ＊ 
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